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衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
政
権
幹
部
の
消
費
税
の
更
な
る
引
き
上
げ
発
言
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
素
案
」
（
平
成
二
十
四
年
一
月
六
日
政
府
・
与
党
社
会
保
障
改
革
本
部
決
定
。
以
下
「
素
案

」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
必
要
な
社
会
保
障
の
充
実
と
安
定
化
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
安
定
財
源
を
確
保
す
る
た

め
、
平
成
二
十
七
年
十
月
ま
で
に
段
階
的
に
消
費
税
率
（
国
・
地
方
）
を
十
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
こ
れ
に
よ
り
「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
の
同
時
達
成
」
へ
の
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
ま
た
、
素
案
に
お
い
て
は
、
「
二
千
五
十
年
以
降
、
高
齢
化
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
今
後
も
改
革

を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
今
回
の
改
革
に
引
き
続
き
、
少
子
高
齢
化
の
状
況
、
財
政
の
状
況
、
経
済
の
状
況
な
ど
を
踏
ま
え

つ
つ
、
次
の
改
革
を
実
施
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
改
革
後
に
お
け
る
消
費
税
を
含
む
税
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、

こ
う
し
た
方
針
に
沿
っ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

野
田
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
百
八
十
回
国
会
に
お
け
る
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
、
素
案
に
基
づ
き
取
り
組
ん
で
い
く
旨

述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
「
将
来
的
に
は
消
費
税
率
が
何
％
で
あ
れ
ば
、
増
大
し
て
い
く
社
会
保
障
費
を
賄
っ
て
い
け
る
と
試
算
し
て
い

る
か
」
の
具
体
的
内
容
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
社
会
保
障
に
係
る
費
用
の
将
来
推
計
に
つ
い
て
」
（
平
成
二

十
三
年
六
月
二
日
社
会
保
障
改
革
に
関
す
る
集
中
検
討
会
議
資
料
）
に
お
い
て
、
二
千
二
十
五
年
度
ま
で
の
社
会
保
障
給
付

費
の
見
通
し
を
示
す
と
と
も
に
、
平
成
二
十
七
年
十
月
ま
で
に
段
階
的
に
消
費
税
率
（
国
・
地
方
）
を
十
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
回
の
改
革
は
、
「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
の
同
時
達
成

」
へ
の
第
一
歩
で
あ
り
、
今
後
一
層
の
少
子
高
齢
化
が
進
展
し
、
社
会
保
障
給
付
費
が
増
大
し
て
い
く
見
通
し
と
な
っ
て
い

る
中
で
、
社
会
保
障
制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
財
源
の
在
り
方
も
含
め
、
更
な
る
取
組
を
行
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

素
案
に
お
い
て
は
、
「
消
費
税
（
国
・
地
方
）
の
税
率
構
造
に
つ
い
て
は
、
食
料
品
等
に
対
し
軽
減
税
率
を
適
用
し
た
場

合
、
高
額
所
得
者
ほ
ど
負
担
軽
減
額
が
大
き
く
な
る
こ
と
、
課
税
ベ
ー
ス
が
大
き
く
侵
食
さ
れ
る
こ
と
、
事
業
者
の
負
担
が

増
す
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
今
回
の
改
革
に
お
い
て
は
単
一
税
率
を
維
持
す
る
こ
と
と
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
改
革

に
お
い
て
は
、
消
費
税
率
（
国
・
地
方
）
に
つ
い
て
単
一
税
率
を
維
持
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
て
い
る
。

二



な
お
、
今
回
の
改
革
に
お
い
て
は
、
社
会
保
障
の
充
実
に
よ
り
低
所
得
者
対
策
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障
・
税

番
号
制
度
の
本
格
稼
働
及
び
定
着
後
の
実
施
を
念
頭
に
、
給
付
付
き
税
額
控
除
等
、
再
分
配
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
導

入
す
る
な
ど
、
き
め
細
か
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


